
平成

一

年 月 日 金曜日

山
廃

の
規当

査
の

県
宇

山 口 県

特大開
○
公山

（定期）報

○
告一産

○
公特 毎

第 号

申
請
者

口
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
一
般
廃

該
申
請
書
及
び
当
該
設
置
を
す
る

結
果
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成

部
環
境
保
健
所
及
び
山
陽
小
野
田

平
成
十
八
年
九
月
十
五
日

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

安
委
規
程

口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

告 目

次

示般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可

業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可

こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境

十
八
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
年

市
環
境
経
済
部
環
境
課
に
お
い

の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

示

の
申
請
（
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策

の
申
請
（
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…事

二

井

関

成

百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項

の
申
請
が
あ
っ
た
。

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

十
月
十
六
日
ま
で
の
間
、
山
口

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
三

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
プ
ラ

ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク

一

申
請
者

名

称

共
英

住

所

大
阪

代
表
者
の
氏
名

高
島

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

管
理
型
最
終
処
分
場

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

た
。当

該
申
請
書
及
び
当
該
変
更

査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
は

県
宇
部
環
境
保
健
所
及
び
山
陽

平
成
十
八
年
九
月
十
五
日

四

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に

可
燃
ご
み
、
不
燃
ご
み
及

五

申
請
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
二
十
五

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
九

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

名

称

共
英

住

所

大
阪

代
表
者
の
氏
名

高
島

二

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野

三

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の

最
終
処
分
場

ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず

リ
ー
ト
く
ず
（
が
れ
き
類
を
除
く

製
鋼
株
式
会
社

市
北
区
堂
島
浜
一
丁
目
四
番
一
六

秀
一
郎

設
置
の
場
所

田
字
末
広
七
五
二
五
番
一
九
及
び

種
類

お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の

次
の
と
お
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施

を
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活

、
平
成
十
八
年
九
月
十
五
日
か
ら

小
野
田
市
環
境
経
済
部
環
境
課
に

山
口

お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の

び
粗
大
ご
み

日
号

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法

製
鋼
株
式
会
社

市
北
区
堂
島
浜
一
丁
目
四
番
一
六

秀
一
郎

設
置
の
場
所

田
字
末
広
七
五
二
五
番
三
〇

種
類

一

、
繊
維
く
ず
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属

。
）
、
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、

号七
五
二
五
番
三
〇

種
類 設

の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の

同
年
十
月
十
六
日
ま
で
の
間
、
山

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

種
類

律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の

号

くが っ調口 二

告

示



平

変
書
及

成 年 月 日 金曜日

高代様
（
四特

と
お

山 口

二三
慮

（定期）県 報

特
り
特同

月
六

一

第 号

れ
五（

四
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
収
支
予
算
書
は
、
平
成
十
八
年

齢
者
の
健
康
寿
命
の
伸
長
及
び
意

間
交
流
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
に

々
な
世
代
の
人
が
安
心
し
て
住
む

九
二
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

平
成
十
八
年
九
月
四
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

み

代

表

者

の

氏

名

大

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

高
齢
者
、
小
学
校
就
学
児
童
、
乳

し
て
介
護
予
防
事
業
、
介
護
保
険

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

平
成
十
八
年
九
月
十
五
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

き
類
、
ば
い
じ
ん
及
び
十
三
号
廃

申
請
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日

公

九
一
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

十
一
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口

思
の
尊
重
並
び
に
子
ど
も
の
健

よ
り
高
齢
者
及
び
子
ど
も
に
優
し

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
地
域
社

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

ん
な
の
ふ
る
さ
と

田

博
司

口
市
小
郡
下
郷
一
六
二
六
番
地

幼
児
等
に
対
し
、
少
子
高
齢
化

事
業
、
学
童
保
育
事
業
、
託
児

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
公
衆

山
口
県
知

棄
物

告

設
立
の
認
証
の
申
請

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
に

全
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
世

い
住
環
境
の
推
進
を
図
り
、

会
づ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と
。

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

六社
会
の
多
様
化
し
た
問
題
に
配

事
業
等
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
十
八
年
十
一

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

四

届
出
年
月
日

株
式
会
社
マ
イ
カ
ル

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会

労
働
部
商
政
課
及
び
防
府
市
産

平
成
十
八
年
九
月
十
五
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

防
府
シ
ョ
ッ

所
在
地

防
府
市
中
央

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
九
三
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
十
八
年

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

平
成
十
八
年
九
月
十
五
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
九
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
三
丁

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変岡
田

元

社
マ
イ
カ
ル

〃

業
振
興
部
商
工
課
に
お
い
て
公
衆

山
口

及
び
所
在
地

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

町
一
番
三
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住
西
村

良
夫

山
口
市
小
郡
下
郷
一
三
一
八

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

九
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
一

す
。

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
祉

目
一
番
三
〇
号

川
本

敏
雄

更

前

変

更

後

也

川
本

敏
雄

〃

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

所

代
表
者
の
氏

番
地
一

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

月
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
店
ア
ミ
ー
チ

二

名 の工

公

告



平成

第別

年 月 日 金曜日

山
員
会別

山 口 県

山
山

次
の

（定期）報

関
す

一二

第 号

五（
四都

譲
号
４

第
項

１
第

３
の
条

用
渡

表
第
一
の
四
十
二
の
表
第
十
四
条

平
成
十
八
年
九
月
十
五
日

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に

程
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す

規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

表
第
一
の
四
十
の
表
第
十
三
条
の

松
村

裕
明公

安

委

口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
六

口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す

よ
う
に
定
め
る
。

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
十
八
年
九
月
十
五
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

下
松
市
南
花
岡
一
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

下
松
市
南
花
岡
一
丁
目
五
番
一
一

平
成
十
八
年
九
月
四
日

変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
十
七
日

九
四
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

届
の

等
業

造
製

銃
気

空
準

理
受

の
出

第
三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う 山

属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す

る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規

う
に
改
正
す
る
。

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

員

会

号
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称び
氏
名

号 の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

に
加
え
る
。

口
県
公
安
委
員
会

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安
委

。 程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

事

二

井

関

成

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

第第

理 準
項
２

第
４
の
条

第

受
項
３

第
４
の
条

事
項
４

第
４
の
条

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年

の
書
出
届
等
造

製
銃
気
空

を
旨

た
し

理

の
項
事

載
記

付
交
の

書
出
届

た
し

載
記

理
受
の
出
届

の
止
廃
業九

月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

三 受
の
書

出
届
の
更
変

公

安

委

員

会



平
成
十

平
成
十
八
年
九
月
十
五
日
印
刷

八
年
九
月
十
五
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


